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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１及び第２の平行の比較的短い辺と第１及び第２の平行の比較的長い辺とを含む、複
数の辺によって形成されたカード周縁を有するトランザクションカードであって、前記カ
ードが、
　　　 前面と裏面とを有する金属層と、
　　　 トランスポンダチップモジュールを収容するサイズを持つ、前記金属層の開口部
であって、前記開口部が、前記カード周縁の前記第１の短い辺に対して平行でかつこれに
最も近くかつ前記カード周縁の第１区分と整列する第１縁と、前記周縁の前記第１の長い
辺に対して平行でかつこれに最も近い第２縁と、前記周縁の前記第２の長い辺に対して平
行でかつこれに最も近い第３縁と、を有し、前記第１縁が、前記第２縁が前記周縁の前記
長い辺に対するのに比べて前記周縁の前記短い辺により近く、前記第２縁が、前記第３縁
が前記カード周縁の前記第２の長い辺に対するのに比べて前記周縁の前記第１の長い辺に
より近く、前記開口部の前記縁がコーナーを形成する、開口部と、
　　　 前記金属層において前記前面から前記裏面まで延びるギャップを含む前記金属層
の不連続部であって、前記不連続部が、前記カード周縁における起点から前記開口部にお
ける終点において終結する経路を形成し、前記終点又は前記起点の一方が、他方に比べて
前記周縁の前記第１の長い辺によって形成された線のより近くに位置し、前記経路が前記
終点から前記起点を含む前記カード周縁までの最短距離よりも長い寸法を有し、前記カー
ド周縁の前記短い辺が前記開口部の前記第１縁と整列する領域を有し、前記起点が前記整
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列する領域外部の前記カード周縁上に位置する、不連続部と、
　を備える、トランザクションカード。
【請求項２】
　前記終点が、前記第２縁又は前記第３縁から同距離でない点である前記第１縁に、或い
は、前記第１縁及び前記第１縁と対向して位置する前記第４縁から同距離でない点である
前記第２縁又は第３縁に、位置する、請求項１に記載のトランザクションカード。
【請求項３】
　前記終点が前記１つのコーナーに位置する、請求項１に記載のトランザクションカード
。
【請求項４】
　前記終点が、共通縁によって形成された隣接コーナーに対するのに比べて１つのコーナ
ーのより近くに位置する、請求項１に記載のトランザクションカード。
【請求項５】
　前記経路が少なくとも２つの９０度以上の方向変化点を含む、請求項１に記載のトラン
ザクションカード。
【請求項６】
　前記不連続部の前記経路の少なくとも一部分が、２つ超えの９０度の方向変化点を含む
階段形状を形成する、請求項５に記載のトランザクションカード。
【請求項７】
　前記不連続部の前記経路の少なくとも一部分が、２つ超えの９０度超えの方向変化点を
含む鋸歯形状を形成する、請求項５に記載のトランザクションカード。
【請求項８】
　前記不連続部の前記経路が、少なくとも１つの９０度超えの方向変化点と、少なくとも
１つの９０度の方向変化点を含む、請求項５に記載のカード。
【請求項９】
　前記不連続部の前記経路が、ミクロ階段形状とマクロ鋸歯形状とを有し、少なくとも、
９０度超えの第１方向変化点へ通じる２つ超えの９０度の方向変化点の第１群と、９０度
超えの第２方向変化点へ通じる２つ超えの９０度の方向変化点の第２群と、を含む、請求
項８に記載のカード。
【請求項１０】
　前記不連続部の前記経路が少なくとも１つの曲線形状の区分を有する、請求項１に記載
のトランザクションカード。
【請求項１１】
　前記不連続部の前記経路が、１つ又は複数の９０度より大きい又はこれに等しい方向変
化点を有し、前記少なくとも１つの方向変化点が曲線形状を有する、請求項１０に記載の
トランザクションカード。
【請求項１２】
　前記不連続部が、少なくとも２つの９０度超えの方向変化点を含む正弦波形状を有する
、請求項１１に記載のカード。
【請求項１３】
　前記不連続部が、前記周縁の前記第１の短い辺から前記開口部の第２縁まで延びる、請
求項１に記載のカード。
【請求項１４】
　前記不連続部が、前記周縁の前記第１又は第２の長い辺から前記開口部まで延びる、請
求項１に記載のカード。
【請求項１５】
　前記第１と第２縁が前記開口部の第１コーナーを形成し、前記第１縁と第３縁が前記開
口部の第２コーナーを形成し、前記不連続部が、前記第１コーナーに比べて前記第２コー
ナーにより近い場所において前記第１縁から延び、前記第２コーナーに比べて前記第１コ
ーナーにより近い場所において前記周縁の前記短い辺において終結する、請求項１に記載
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のカード。
【請求項１６】
　前記第１縁と第２縁が前記開口部の第１コーナーを形成し、前記第１縁と第３縁が前記
開口部の第２コーナーを形成し、前記不連続部が、前記第２コーナーに比べて前記第１コ
ーナーにより近い場所において前記開口部から延び、前記第２コーナーに比べて前記第１
コーナーにより近い場所において前記周縁の前記短い辺において終結する、請求項１に記
載のカード。
【請求項１７】
　更に、前記開口部の中に配置された前記トランスポンダチップモジュールを含み、前記
金属層が、前記トランスポンダチップモジュールのためのブースタアンテナ又は増幅器を
備える、請求項１に記載のカード。
【請求項１８】
　複数の辺によって形成されたカード周縁を有し、第１及び第２の平行の比較的短い辺と
第１及び第２の平行の比較的長い辺とを含むトランザクションカードであって、
　　　 前面と、裏面と、周縁と、トランスポンダチップモジュールを収容するためのサ
イズを持つ開口部と、を有する金属層であって、前記開口部は、カード周縁の第１の短い
辺に対して平行でかつこれに最も近くかつ前記カード周縁の第１部分と整列する第１縁と
、前記カード周縁の第１の長い辺に対して平行でかつこれに最も近い第２縁と、前記カー
ド周縁の第２の長い辺に対して平行でかつこれに最も近い第３縁とを有し、前記第１縁は
、前記第２縁が前記カード周縁の前記長い辺に対するのに比べて前記カード周縁の前記短
い辺により近く、前記第２縁は、前記第３縁が前記カード周縁の前記第２の長い辺に対す
るのに比べて前記カード周縁の前記第１の長い辺により近く、前記開口部の縁はコーナー
を形成する、金属層と、
　　　 前記前面から前記裏面まで延びる前記金属層にギャップを備える、前記金属層の
少なくとも１つの不連続部であって、前記少なくとも１つの不連続部が、前記カード周縁
での起点から前記開口部において終点で終結する経路を形成し、前記終点又は前記起点の
一方が、他方に比べて前記カード周縁の前記第１の長い辺によって形成された線のより近
くに位置し、前記経路が前記終点から前記起点を含む前記カード周縁までの最短距離より
も長い寸法を有し、前記カード周縁の前記短い辺が前記開口部の前記第１縁と整列する領
域を有し、前記起点が前記整列する領域外部の前記カード周縁上に位置する、不連続部と
、
　　　 前記金属層の少なくとも１つの面に配置された自立非金属層であって、ポリイミ
ド又はエポキシを含むファイバーグラス強化層を含む、自立非金属層と、
　を備え、
　前記カードは、同じ自立非金属層が無いことを除いてその他は同じ構造を有する参考カ
ードよりも、前記カードの屈曲により生ずる損傷に対して大きな抵抗を有する、トランザ
クションカード。
【請求項１９】
　前記非金属層がプラスチック層を含む、請求項１８に記載のカード。
【請求項２０】
　前記非金属層がセラミック層を含む、請求項１８に記載のカード。
【請求項２１】
　前記セラミック層がセラミックコーティングを含み、前記不連続部によって形成された
ギャップが、少なくとも部分的に前記セラミックコーティングによって充填される、請求
項２０に記載のカード。
【請求項２２】
　前記非金属層が木材又は皮革の一方を含む装飾層を含む、請求項１８に記載のカード。
【請求項２３】
　更に、前記金属層の第２面に配置された第２非金属層を含む、請求項１９に記載のカー
ド。



(4) JP 6974621 B2 2021.12.1

10

20

30

40

50

【請求項２４】
　前記第１非金属層がセラミック層を含み、前記第２非金属層がプラスチック層を含む、
請求項２３に記載のカード。
【請求項２５】
　前記不連続部が、前記カードの片面又は両面から光学的に可視である、請求項１に記載
のカード。
【請求項２６】
　前記不連続部が、前記カードの少なくとも一方の面から光学的に可視ではない、請求項
１に記載のカード。
【請求項２７】
　前記階段形状が蹴上げと踏み面とを有し、前記蹴上げが前記踏み面より大きい、請求項
６に記載のカード。
【請求項２８】
　前記開口部が、前記カードの前記第１面に画定された第１開放面積と前記カードの前記
第２面に画定された第２開放面積とを有する段付き開口部であり、前記第１開口面積が前
記第２面積より大きい、請求項１に記載のカード。
【請求項２９】
　前記非金属層が自立層を含む、請求項１９に記載のカード。
【請求項３０】
　複数の辺によって形成されたカード周縁を有し、第１及び第２の平行の比較的短い辺と
第１及び第２の平行の比較的長い辺とを含むトランザクションカードであって、
　　　 前面と、裏面と、周縁と、トランスポンダチップモジュールを収容するためのサ
イズを持つ開口部と、を有する金属層と、
　　　 カード周縁の第１の短い辺に対して平行でかつこれに最も近くかつ前記カード周
縁の第１部分と整列する第１縁と、前記カード周縁の第１の長い辺に対して平行でかつこ
れに最も近い第２縁と、前記カード周縁の第２の長い辺に対して平行でかつこれに最も近
い第３縁とを有する開口部であって、前記第１縁は、前記第２縁が前記カード周縁の前記
長い辺に対するのに比べて前記カード周縁の前記短い辺により近く、前記第２縁は、前記
第３縁が前記カード周縁の前記第２の長い辺に対するのに比べて前記カード周縁の前記第
１の長い辺により近く、前記開口部の縁はコーナーを形成する、開口部と、
　　　 前記前面から前記裏面まで延びる前記金属層にギャップを備える、前記金属層の
不連続部であって、前記不連続部が、前記カード周縁での起点から前記開口部において終
点で終結する経路を形成し、前記終点又は前記起点の一方が、他方に比べて前記カード周
縁の前記第１の長い辺によって形成された線のより近くに位置し、前記経路が前記終点か
ら前記起点を含む前記カード周縁の辺までの最短距離よりも長い寸法を有し、前記カード
周縁の前記短い辺が前記開口部の前記第１縁と整列する領域を有し、前記起点が前記整列
する領域外部の前記カード周縁上に位置する、不連続部と、
　を備え、
　前記金属層が、さらに、第１面積を形成し、前記第１面積よりも小さい第２面積を形成
するポケットを含み、さらにポケット内に配置された非金属インサートを含む、トランザ
クションカード。
【請求項３１】
　前記非金属層が、セラミックインサートを含む、請求項３０に記載のカード。
【請求項３２】
　前記非金属インサートが前記金属層の前面のポケットに配置され、前記第２の非金属イ
ンサートが前記カードの前記裏面に配置されている、請求項３０に記載のカード。
【請求項３３】
　前記ポケット及び第１セラミックインサートが、前記カードの前記前面に配置され、カ
ードの前記裏面にはポケットが配置されず、裏面非金属層が、前記金属層の前記周縁と寸
法的に同じ裏層周縁を有する、請求項３０に記載のカード。



(5) JP 6974621 B2 2021.12.1

10

20

30

40

50

【請求項３４】
　前記不連続部の前記経路の少なくとも一部分が、２つ超えの９０度の方向変化点を含む
階段形状を形成し、前記曲線形状が各方向変化点において所定の半径を含む、請求項１０
に記載のトランザクションカード。
【請求項３５】
　複数の辺によって形成されたカード周縁を有し、第１及び第２の平行の比較的短い辺と
第１及び第２の平行の比較的長い辺とを含むトランザクションカードであって、
　　　 前面と裏面とを有する金属層と、
　　　 トランスポンダチップモジュールを受け入れるためのサイズを持つ開口部であっ
て、前記開口部は、カード周縁の第１の短い辺に対して平行でかつこれに最も近くかつ前
記カード周縁の第１部分と整列する第１縁と、前記カード周縁の第１の長い辺に対して平
行でかつこれに最も近い第２縁と、前記カード周縁の第２の長い辺に対して平行でかつこ
れに最も近い第３縁とを有し、前記第１縁は、前記第２縁が前記カード周縁の前記長い辺
に対するのに比べて前記カード周縁の前記短い辺により近く、前記第２縁は、前記第３縁
が前記カード周縁の前記第２の長い辺に対するのに比べて前記カード周縁の前記第１の長
い辺により近い、開口部であって、前記開口部の縁がコーナーを形成する開口部と、
　　　 前記金属層の複数の不連続部であって、各不連続部が、前記前面から前記裏面ま
で延びるギャップを前記金属層に含み、前記不連続部の少なくとも１つが、前記金属層の
周縁から延びて、トランスポンダチップモジュールを収容するためのサイズを持つ開口部
において終結し、前記複数の不連続部の各々が所定の長さを有し、前記複数の不連続部の
全てより少ない数の不連続部が前記周縁から前記開口部まで延びる、複数の不連続部と、
　を備える、トランザクションカード。
【請求項３６】
　トランザクションカードを製造する方法であって、前記カードが、第１及び第２の平行
の比較的短い辺と第１及び第２の平行の比較的長い辺とを含む、複数の辺によって形成さ
れたカード周縁を有し、前記方法が、
　　　 （ａ）前面と裏面とを有する金属層を用意するステップと、
　　　 （ｂ）トランスポンダチップモジュールを収容するためのサイズを持つ開口部を
前記金属層に生成するステップであって、前記開口部が、前記カード周縁の前記第１の短
い辺に対して平行でかつこれに最も近くかつ前記カード周縁の第１区分と整列する第１縁
と、前記周縁の前記第１の長い辺に対して平行でかつこれに最も近い第２縁と、前記周縁
の前記第２の長い辺に対して平行でかつこれに最も近い第３縁と、を有し、前記第１縁が
、前記第２縁が前記周縁の前記長い辺に対するのに比べて前記周縁の前記短い辺により近
く、前記第２縁が、前記第３縁が前記カード周縁の前記第２の長い辺に対するのに比べて
前記周縁の前記第１の長い辺により近く、前記開口部の縁がコーナーを形成する、開口部
を生成するステップと、
　　　 （ｃ）前記前面から前記裏面まで延びるギャップを前記金属層に含む不連続部を
前記金属層に生成することであって、前記不連続部が、前記カード周縁における起点から
前記開口部における終点において終結する経路を形成し、前記終点又は前記起点の一方が
他方に比べて前記周縁の前記長い辺のより近くに位置する、不連続部を生成するステップ
であって、前記経路が前記終点から前記起点を含む前記カード周縁の辺までの最短距離よ
りも長い寸法を有し、前記カード周縁の前記短い辺が前記開口部の前記第１縁と整列する
領域を有し、前記起点が前記整列する領域外部の前記カード周縁上に位置する、ステップ
と、
　　　 （ｄ）前記開口部に前記トランスポンダチップモジュールを配置するステップと
、
　を含む、方法。
【請求項３７】
　複数の辺によって形成されたカード周縁を有し、第１及び第２の平行の比較的短い辺と
第１及び第２の平行の比較的長い辺とを含むトランザクションカードであって、
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　　　 前面と、裏面と、前記トランスポンダチップモジュールを収納するためのサイズ
を持つ開口部と、を有する金属層であって、前記開口部が、前記カード周縁の前記第１の
短い辺に対して平行でかつこれに最も近くかつ前記カード周縁の第１部分と整列する第１
縁と、前記周縁の前記第１の長い辺に対して平行でかつこれに最も近い第２縁と、前記周
縁の前記第２の長い辺に対して平行でかつこれに最も近い第３縁と、前記第１縁と対向す
る第４縁とを有し、前記第１縁が、前記第２縁が前記周縁の前記長い辺に対するのに比べ
て前記周縁の前記短い辺により近く、前記第２縁が、前記第３縁が前記カード周縁の前記
第２の長い辺に対するのに比べて前記周縁の前記第１の長い辺により近く、前記開口部の
前記縁がコーナーを形成する、金属層と、
　前記前面から前記裏面まで延びる前記金属層の少なくとも１つの不連続部であって、前
記少なくとも１つの不連続部が、経路を形成する所定の幅を有しかつ前記金属層の前記周
縁上の起点から延び前記開口部において終点で終結するギャップを含む、少なくとも１つ
の不連続部と、
　を備え、
　前記カードが、１つ又は複数の補強特徴がなく同じギャップ幅を有しかつその終点及び
起点が前記周縁の前記第１の長い辺によって形成された線から同じ距離に位置するカード
より、前記カードの屈曲によって生じる損傷に対してより大きい抵抗を持ち、前記より大
きい抵抗が、
（ａ）前記終点又は前記起点の一方が、他方に比べて前記周縁の前記第１の長い辺によっ
て形成された前記線のより近くに位置する、単一の不連続部であって、前記経路が前記終
点から前記起点を含む前記カード周縁の辺までの最短距離よりも長い寸法を有し、前記カ
ード周縁の前記短い辺が前記開口部の前記第１縁と整列する領域を有し、前記起点が前記
整列する領域外部の前記カード周縁上に位置する、単一の不連続部と、
（ｂ）前記終点が、前記第２縁又は前記第３縁から同距離でない点である前記第１縁に、
或いは、前記第１縁及び前記第４縁から同距離でない点である前記第２縁又は第３縁に、
位置する、不連続部と、
（ｃ）各々、所定の長さを有する複数の不連続部であって、前記複数の不連続部の全てに
満たない数の不連続部が前記カード周縁から前記開口部まで延びる、複数の不連続部、
（ｄ）前記トランザクションカードの周縁と同延の周縁を有する自立非金属層、
（ｅ）前記不連続部の少なくとも１つ及び前記開口部を取り囲みかつ前記カードの片面又
は両面に配置された１つ又は複数のセラミック強化タブ、又は
（ｆ）上記のいずれかの組合せ、
　　から成る群から選択された補強特徴によって与えられる、
トランザクションカード。
【請求項３８】
　前記カードは、不連続部の終点と不連続部の起点が前記カード周縁の前記第１の長い辺
によって形成される線から同距離に在ることを除いてその他は同じ構造を有する参考カー
ドよりも、前記カードの屈曲により生ずる損傷に対して大きな抵抗を有する、請求項１に
記載のカード。
【請求項３９】
　前記不連続部は第１不連続部であり、さらに、前記前面から前記裏面まで延びる前記金
属層にギャップを備える、前記金属層の第２不連続部を備え、前記第２不連続部は少なく
とも１つの前記カード周縁及び前記開口の前記縁部に到達しない経路を形成する、請求項
１に記載のカード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　本出願は、２０１８年３月２２日に提出された米国特許出願第１５／９２８８１３号及
び２０１８年１月３０日に提出された米国特許出願第６２／６２３９３６号（両方とも参



(7) JP 6974621 B2 2021.12.1

10

20

30

40

50

照によりその全体が本明細書に援用される）の利益を主張する。
【背景技術】
【０００２】
　時にスマートカードと呼ばれる身分証明書、トランスポンダカード、及びクレジットカ
ード、デビットカードなどのトランザクションカードなどのカードは、技術上周知であり
、そのいくつかの実施形態は、１つ又は複数の金属層を備える。代表的なこの種のカード
は、米国特許第８７２５５８９号明細書（特許文献１：参照により本明細書に援用される
）に示される。また、金属カードを含めてトランザクションカードにマイクロチップ又は
支払いモジュールを埋め込むことも周知である。いくつかの埋込支払いモジュール（「デ
ュアルインターフェイス」モジュールと呼ばれる）は、カードの片面に配置されてカード
読取り機とインターフェイス接続する接触部と、カード読取り機と磁気誘導的に通信する
ための無線周波認識（ＲＦＩＤ）アンテナと、を有する。金属カードなどの金属環境にお
いて、カード読取り機との通信インターフェイスの性能を改良するためのブースタアンテ
ナ又は増幅器を与える必要がある可能性がある。
【０００３】
　特に、カード自体の金属フレームをこのようなアンテナ又は増幅器として使用すること
が知られており、支払いモジュールチップを取り囲む金属エンクロージャは、金属に不連
続部（discontinuity）すなわち「スリット」を有する。Le Garrec他に対する米国特許第
８６０８０８２号明細書（特許文献２）及びFinn他に対する米国特許第９８１２７８２号
（特許文献３）（及びその他）（参照により本明細書に援用される）は、カードのＲＦＩ
Ｄチップの取付け場所から発してカードの周縁までのスリットの形式の不連続部を持つ金
属カードを開示する。金属環境においてＲＦＩＤ信号増幅のためにスリットを有する金属
カード型非接触アンテナの概念については、「鉄鋼業におけるスチールバー及びワイヤロ
ッド管理のための金属製ＲＦＩＤタグ設計（Steel-Bar and Wire-Rod Management Applic
ation in the Steel Industry）」Progress In Electromagnetics Research（PIER）第９
１巻（２００９）などの文献において概略的に説明される。
【０００４】
　特許文献２は、支払いモジュールと結合されたマイクロ回路に電気的に接続された近距
離通信アンテナのゲインを増幅するための増幅器としてカードの金属フレームを特徴付け
、増幅器は、「マイクロ回路から及びアンテナから電気絶縁された全体的に環状形の導電
性要素」を備える。いくつかの実施形態において、導電性要素は、少なくとも１回破断す
るリングの形を取る。
【０００５】
　特許文献３は、支払いモジュールを「ＲＦＩＤチップ（ＩＣ）及びモジュールアンテナ
を備えるトランスポンダチップモジュール（ＴＣＭ）」と呼び、「スリット又は非導電ス
トライプを備える電気不連続部」を有する「カップリングフレーム」としてカード本体に
よって形成された増幅器を説明する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許第８７２５５８９号明細書
【特許文献２】米国特許第８６０８０８２号明細書
【特許文献３】米国特許第９８１２７８２号明細書
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】「鉄鋼業におけるスチールバー及びワイヤロッド管理のための金属製Ｒ
ＦＩＤタグ設計（Steel-Bar and Wire-Rod Management Application in the Steel Indus
try）」Progress In Electromagnetics Research（PIER）第９１巻（２００９）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００８】
　使用される名称に関係なく、金属「スリット」カードは、いくつかの不利点を持つ可能
性がある。特に、単一のスリットがモジュールポケットの１つの縁の中点からカードの周
縁へポケットから周縁への最短経路である直線の水平線で延びる実施形態は、不連続部に
おいてカードの屈曲に対してほとんど抵抗を与えない。金属カードは、更に金属層の上に
１つ又は複数の層を持つことができる。１つ又は複数の層がプラスチックであるカードの
場合、プラスチックは、屈曲のせいで摩耗したり白色化したりする可能性がある。したが
って、カードの屈曲及びそれによって誘発される摩耗の可能性に対してより強い設計が、
技術上必要とされる。特許文献３は、代替としていくつかの構成を提案するが、それでも
、機能性及び美感を改良する構成が技術上必要とされる。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の１つの形態は、金属層と、トランスポンダチップモジュールを受け入れるため
の金属層の開口部と、少なくとも１つの不連続部と、を備えるトランザクションカードを
含む。不連続部は、金属層の前面から裏面まで延び所定の幅を持つギャップを含む。不連
続部は、カード周縁上の起点からトランスポンダチップ用の開口部における終点まで延び
る。カードは、１つ又は複数の補強特徴を持たず終点と起点がカード周縁の第１長辺によ
って形成される線から同距離に在る同じギャップ幅の不連続部を持つカードより、屈曲に
対して大きい抵抗を有する。１つの補強特徴は、終点又は起点の一方が他方に比べて周縁
の第１長辺のより近くに位置する単一の不連続部を含む。別の補強特徴は、各々所定の長
さを有する複数の不連続部を含み、複数の不連続部の全てに満たない数の不連続部は、カ
ード周縁から開口部まで延びる。別の補強特徴は、カードの少なくとも一方の面に配置さ
れた自立非金属層を含む。更に別の補強特徴は、開口部を取り囲むカードの片面又は両面
に配置された１つ又は複数のセラミック強化タブを含む。カードは、上記の補強特徴の１
つ又は任意の組合せを持つことができる。
【００１０】
　概略的に、金属層の開口部は、カード周縁の第１短辺に対して平行でかつこれに最も近
くかつカード周縁の第１部分と整列する第１縁を有する。開口部の第２縁は、周縁の第１
長辺に対して平行でかつこれに最も近い。開口部の第３縁は、周縁の第２長辺に対して平
行でかつこれに最も近い。開口部の第１縁は、第２縁が周縁の長辺に対するのに比べて周
縁の短辺により近い。開口部の第２縁は、第３縁がカード周縁の第２長辺に対するのに比
べて周縁の第１長辺により近い。開口部の縁はコーナーを形成する。開口部は、カードの
第１面に画定された第１開放面積とカードの第２面に画定された第２開放面積とを有する
段付き開口部とすることができ、第１開放面積は第２開放面積より大きい。
【００１１】
　本発明の別の形態は、金属層と、金属層の開口部と、不連続部とを有するトランザクシ
ョンカードを含み、不連続部は、経路を形成し、その終点又は起点の一方は他方に比べて
周縁の第１長辺のより近くに位置する。
【００１２】
　いくつかの実施形態において、カード周縁の短辺は、開口部の第１縁と整列する領域を
有し、起点は整列した領域外部の周縁上に位置する。終点は、開口部の１つのコーナーに
位置するか又は共通縁によって形成される隣接コーナーに対するのに比べて１つのコーナ
ーのより近くに位置する。
【００１３】
　いくつかの実施形態において、不連続部の経路は、少なくとも２つの９０度又はそれ以
上の方向変化点を含む。不連続部の経路の少なくとも一部分は、２つ超えの９０度の方向
変化点を含む階段形状を形成するか、又は不連続部の経路の一部分は、２つ超えの９０度
超えの方向変化点を含む鋸歯形状又はその組合せを形成できる。不連続部の経路が少なく
とも１つの９０度超えの方向変化点と少なくとも１つの９０度の方向変化点を含む場合、
経路は、ミクロ階段形状及びマクロ鋸歯形状を持つことができ、少なくとも、９０度超え
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の第１方向変化点へ通じる２つ超えの９０度の方向変化点の第１の群（plurality）と、
９０度超えの第２の方向変化点へ通じる２つ超えの９０度の方向変化点の第２の群を含む
ことができる。階段形状を持つ不連続部は、踏み面より大きい蹴上げ又はその逆を持つこ
とができる。階段形状を持つ不連続部は、各方向変化点に曲線半径を持つことができる。
【００１４】
　いくつかの実施形態において、不連続部の経路が１つ又は複数の９０度以上の方向変化
点を持つ実施形態を含めて、不連続部の経路は、少なくとも１つの曲線形状区分を持つこ
とができ、少なくとも１つの方向変化点は曲線形状を持つ。不連続部は、例えば、少なく
とも２つの９０度超えの方向変化点を含む正弦波形状を有する。
【００１５】
　不連続部は、周縁の第１短辺から開口部の第２縁まで又は周縁の第１又は第２長辺から
開口部まで延びることができる。開口部の第１縁と第２縁は、開口部の第１コーナーを形
成し、開口部の第１縁と第３縁は開口部の第２コーナーを形成すると言える。いくつかの
実施形態において、不連続部は、第１コーナーに比べて第２コーナーにより近い場所にお
いて第１縁から延びて、第２コーナーに比べて第１コーナーにより近い場所において周縁
の短辺で終結する。他の実施形態において、不連続部は、第２コーナーに比べて第１コー
ナーにより近い場所において開口部から延びて、第２コーナーに比べて第１コーナーによ
り近い場所において周縁の短辺で終結する。
【００１６】
　カードは、開口部に配置されたトランスポンダチップモジュールを含むことができ、こ
の場合、金属層は、トランスポンダチップモジュールのためのブースタアンテナ又は増幅
器を含む。カードは、金属層の第１面に配置されたプラスチック又はセラミック層などの
第１非金属層を持つことができる。セラミック層は、セラミックコーティングを含むこと
ができ、この場合、不連続部によって形成されたギャップは、少なくとも部分的にセラミ
ックコーティングで充填される。非金属層は、木材又は皮革の一方を含む装飾層を含むこ
とができる。第２非金属層は、金属層の第２面に配置できる。１つの実施形態において、
第１非金属層はセラミック層を含み、第２非金属層はプラスチック層を含む。不連続部は
、カードの片面又は両面から光学的に可視であるか、又はカードの少なくとも片面からは
光学的に可視ではない。
【００１７】
　本発明の別の形態は、前面と裏面を有する金属層と金属層の複数の不連続部とを含むト
ランザクションカードを含み、複数の不連続部の全てに満たない数の不連続部は、周縁か
ら開口部まで延びる。複数の不連続部の少なくとも１つは、開口部から周縁までの最短長
さに等しい長さを持つことができる。複数の不連続部の少なくとも２つは、相互に平行と
することができる。
【００１８】
　本発明の別の形態は、上述のようなトランザクションカードを作る方法である。方法は
、金属層を用意することと、トランスポンダチップモジュールを収容するためのサイズを
持つ開口部を金属層に生成することと、終点又は起点の一方が他方に比べて周縁の長辺の
より近くに位置するように不連続部を生成することと、開口部にトランスポンダチップモ
ジュールを配置することと、を含む。不連続部は、トランスポンダチップモジュール用の
開口部を生成する前に形成できる。方法は、開口部の境界内部に位置する端点を有する１
つ又は複数の不連続部を生成することを含むことができる。方法は、第１開放面積を持つ
第１部分と、第１開放面積より大きい第２開放面積を持つ第２部分と、を有する段付き開
口部を生成することを含むことができる。方法は、カードの前面から開口部の第１部分を
生成することと、カードの裏面から開口部の第２部分を生成することと、を含むことがで
きる。不連続部は、レーザーを使用して形成できる。方法は、更に、不連続部によって形
成されたギャップを少なくとも部分的に非金属材料で充填することを含むことができる。
少なくとも１つの非金属層は、接着剤などによって金属層の前面又は裏面に配置するか、
又は、非金属層は、金属層にセラミック層を吹付けコーティングすることによりセラミッ
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ク層を含むことができる。金属層にセラミック層を吹付けコーティングすることは、少な
くとも部分的にギャップをセラミックコーティングで充填することを含むことができる。
【００１９】
　本発明の別の形態は、色付きのセラミック層を含む非金属層を有する本明細書において
説明するようなカードを用意することを含み、更に、セラミック層の色とは異なる色を有
する１つ又は複数の永久的マーキングをセラミック層上にレーザーで生成することを含む
ことができる。セラミック層上に１つ又は複数の永久的マーキングを生成することは、異
なる色を有する下位層を露出するために上位セラミック層を除去することを含むことがで
きる。この下位層は、金属層か又は最も外側のセラミック層とは異なる色を有する下位セ
ラミック層とすることができる。
【００２０】
　本発明の別の形態は、ポリイミド又はＦＲ４などのエポキシを含むファイバーグラス強
化層を含む自立層などの自立層を含む少なくとも１つの非金属層を有する本明細書におい
て説明するような金属層を有するカードを含む。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１Ａ】図１Ａは、金属層のトランスポンダチップ用開口部の上側及び下側部分の境界
に対する金属層の不連続部を生成するための工作機械経路の概略図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは、前上右側から見た図１Ａに従って生成された金属層の斜視図であり
、トランスポンダチップ用開口部の中へトランスポンダチップを挿入する前の開口部及び
不連続部を示す。
【図１Ｃ】図１Ｃは、支払いモジュールを挿入した後の、図１Ｂに示す不連続部及び開口
部を有するカードの代表的金属層の斜視図である。
【図２】図２は、図１Ｃのカードの前面の平面図である。
【図３】図３は、図１Ｃのカードの左側面図である。
【図４】図４は、図１Ｃのカードの右側面図である。
【図５】図５は、図１Ｃのカードの上面図である。
【図６】図６は、図１Ｃのカードの底面図である。
【図７】図７は、図１Ｃのカードの裏面の平面図である。
【図８Ａ】図８Ａは、別の代表的カード実施形態のトランスポンダチップ用開口部の上側
及び下側部分の境界に対する不連続部のための工作機械経路の概略図である。
【図８Ｂ】図８Ｂは、図８Ａに示す不連続部を有する代表的カードの前面斜視図である。
【図８Ｃ】図８Ｃは、図８Ａに示す不連続部を有する代表的カードの前面図である。
【図８Ｄ】図８Ｄは、図８Ａに示す不連続部を有する代表的カードの上面図である。
【図８Ｅ】図８Ｅは、図８Ａに示す不連続部を有する代表的カードの左側面図である。
【図８Ｆ】図８Ｆは、図８Ａに示す不連続部を有する代表的カードの裏面図である。
【図９Ａ】図９Ａは、別の代表的カード実施形態のトランスポンダチップ用開口部の上側
及び下側部分の境界に対する階段形状を有する不連続部のための工作機械経路の概略図で
ある。
【図９Ｂ】図９Ｂは、図９Ａに示す不連続部を有する代表的カードの前面斜視図である。
【図９Ｃ】図９Ｃは、図９Ａに示す不連続部を有する代表的カードの前面図である。
【図９Ｄ】図９Ｄは、図９Ａに示す不連続部を有する代表的カードの上面図である。
【図９Ｅ】図９Ｅは、図９Ａに示す不連続部を有する代表的カードの左側面図である。
【図９Ｆ】図９Ｆは、図９Ａに示す不連続部を有する代表的カードの裏面図である。
【図１０Ａ】図１０Ａは、別の代表的カード実施形態のトランスポンダチップ用開口部の
上側及び下側部分の境界に対する曲線形状を有する不連続部のための工作機械経路の概略
図である。
【図１０Ｂ】図１０Ｂは、図１０Ａに示す不連続部を有する代表的カードの前面斜視図で
ある。
【図１０Ｃ】図１０Ｃは、図１０Ａに示す不連続部を有する代表的カードの前面図である
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。
【図１０Ｄ】図１０Ｄは、図１０Ａに示す不連続部を有する代表的カードの上面図である
。
【図１０Ｅ】図１０Ｅなは、図１０Ａに示す不連続部を有する代表的カードの左側面図で
ある。
【図１０Ｆ】図１０Ｆは、図１０Ａに示す不連続部を有する代表的カードの裏面図である
。
【図１１Ａ】図１１Ａは、別の代表的カード実施形態のトランスポンダチップ用開口部の
上側及び下側部分の境界に対する鋸歯形状を有する不連続部のための工作機械経路の概略
図である。
【図１１Ｂ】図１１Ｂは、図１１Ａに示す不連続部を有する代表的カードの前面斜視図で
ある。
【図１１Ｃ】図１１Ｃは、図１１Ａに示す不連続部を有する代表的カードの前面図である
。
【図１１Ｄ】図１１Ｄは、図１１Ａに示す不連続部を有する代表的カードの上面図である
。
【図１１Ｅ】図１１Ｅは、図１１Ａに示す不連続部を有する代表的カードの左側面図であ
る。
【図１１Ｆ】図１１Ｆは、図１１Ａに示す不連続部を有する代表的カードの裏面図である
。
【図１２Ａ】図１２Ａは、別の代表的カード実施形態のトランスポンダチップ用開口部の
上側及び下側部分の境界に対するミクロ階段及びマクロ鋸歯形状を有する不連続部のため
の工作機械経路の概略図である。
【図１２Ｂ】図１２Ｂは、図１２Ａに示す不連続部を有する代表的カードの前面斜視図で
ある。
【図１２Ｃ】図１２Ｃは、図１２Ａに示す不連続部を有する代表的カードの前面図である
。
【図１２Ｄ】図１２Ｄは、図１２Ａに示す不連続部を有する代表的カードの上面図である
。
【図１２Ｅ】図１２Ｅは、図１２Ａに示す不連続部を有する代表的カードの左側面図であ
る。
【図１２Ｆ】図１２Ｆは、図１２Ａに示す不連続部を有する代表的カードの裏面図である
。
【図１３Ａ】図１３Ａは、別の代表的カード実施形態のトランスポンダチップ用開口部の
上側及び下側部分の境界に対する鋸歯形状を有する不連続部のための工作機械経路の概略
図である。
【図１３Ｂ】図１３Ｂは、図１３Ａに示す不連続部を有する代表的カードの前面斜視図で
ある。
【図１３Ｃ】図１３Ｃは、図１３Ａに示す不連続部を有する代表的カードの前面図である
。
【図１３Ｄ】図１３Ｄは、図１３Ａに示す不連続部を有する代表的カードの上面図である
。
【図１３Ｅ】図１３Ｅは、図１３Ａに示す不連続部を有する代表的カードの左側面図であ
る。
【図１３Ｆ】図１３Ｆは、図１３Ａに示す不連続部を有する代表的カードの裏面図である
。
【図１４Ａ】図１４Ａは、別の代表的カード実施形態のトランスポンダチップ用開口部の
上側及び下側部分の境界に対する正弦波曲線形状を有する不連続部のための工作機械経路
の概略図である。
【図１４Ｂ】図１４Ｂは、図１４Ａに示す不連続部を有する代表的カードの前面斜視図で
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ある。
【図１４Ｃ】図１４Ｃは、図１４Ａに示す不連続部を有する代表的カードの前面図である
。
【図１４Ｄ】図１４Ｄは、図１４Ａに示す不連続部を有する代表的カードの上面図である
。
【図１４Ｅ】図１４Ｅは、図１４Ａに示す不連続部を有する代表的カードの左側面図であ
る。
【図１４Ｆ】図１４Ｆは、図１４Ａに示す不連続部を有する代表的カードの裏面図である
。
【図１５Ａ】図１５Ａは、別の代表的カード実施形態のトランスポンダチップ用開口部の
上側及び下側部分の境界に対する正弦波曲線形状を有する不連続部のための工作機械経路
の概略図である。
【図１５Ｂ】図１５Ｂは、図１５Ａに示す不連続部を有する代表的カードの前面斜視図で
ある。
【図１５Ｃ】図１５Ｃは、図１５Ａに示す不連続部を有する代表的カードの前面図である
。
【図１５Ｄ】図１５Ｄは、図１５Ａに示す不連続部を有する代表的カードの上面図である
。
【図１５Ｅ】図１５Ｅは、図１５Ａに示す不連続部を有する代表的カードの左側面図であ
る。
【図１５Ｆ】図１５Ｆは、図１５Ａに示す不連続部を有する代表的カードの裏面図である
。
【図１６Ａ】図１６Ａは、別の代表的カード実施形態のトランスポンダチップ用開口部の
上側及び下側部分の境界に対する正弦波曲線形状を有する不連続部のための工作機械経路
の概略図である。
【図１６Ｂ】図１６Ｂは、図１６Ａに示す不連続部を有する代表的カードの前面斜視図で
ある。
【図１６Ｃ】図１６Ｃは、図１６Ａに示す不連続部を有する代表的カードの前面図である
。
【図１６Ｄ】図１６Ｄは、図１６Ａに示す不連続部を有する代表的カードの上面図である
。
【図１６Ｅ】図１６Ｅは、図１６Ａに示す不連続部を有する代表的カードの左側面図であ
る。
【図１６Ｆ】図１６Ｆは、図１６Ａに示す不連続部を有する代表的カードの裏面図である
。
【図１７Ａ】図１７Ａは、別の代表的カード実施形態のトランスポンダチップ用開口部の
上側及び下側部分の境界に対する正弦波曲線形状を有する不連続部のための工作機械経路
の概略図である。
【図１７Ｂ】図１７Ｂは、図１７Ａに示す不連続部を有する代表的カードの前面斜視図で
ある。
【図１７Ｃ】図１７Ｃは、図１７Ａに示す不連続部を有する代表的カードの前面図である
。
【図１７Ｄ】図１７Ｄは、図１７Ａに示す不連続部を有する代表的カードの上面図である
。
【図１７Ｅ】図１７Ｅは、図１７Ａに示す不連続部を有する代表的カードの左側面図であ
る。
【図１７Ｆ】図１７Ｆは、図１７Ａに示す不連続部を有する代表的カードの裏面図である
。
【図１８Ａ】図１８Ａは、別の代表的カード実施形態のトランスポンダチップ用開口部の
上側及び下側部分の境界に対する正弦波曲線形状を有する不連続部のための工作機械経路
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の概略図である。
【図１８Ｂ】図１８Ｂは、図１８Ａに示す不連続部を有する代表的カードの前面斜視図で
ある。
【図１８Ｃ】図１８Ｃは、図１８Ａに示す不連続部を有する代表的カードの前面図である
。
【図１８Ｄ】図１８Ｄは、図１８Ａに示す不連続部を有する代表的カードの上面図である
。
【図１８Ｅ】図１８Ｅは、図１８Ａに示す不連続部を有する代表的カードの左側面図であ
る。
【図１８Ｆ】図１８Ｆは、図１８Ａに示す不連続部を有する代表的カードの裏面図である
。
【図１９Ａ】図１９Ａは、別の代表的カード実施形態のトランスポンダチップ用開口部の
上側及び下側部分の境界に対する階段形状を有する不連続部のための工作機械経路の概略
図である。
【図１９Ｂ】図１９Ｂは、図１９Ａに示す不連続部を有する代表的カードの前面斜視図で
ある。
【図１９Ｃ】図１９Ｃは、図１９Ａに示す不連続部を有する代表的カードの前面図である
。
【図１９Ｄ】図１９Ｄは、図１９Ａに示す不連続部を有する代表的カードの上面図である
。
【図１９Ｅ】図１９Ｅは、図１９Ａに示す不連続部を有する代表的カードの左側面図であ
る。
【図１９Ｆ】図１９Ｆは、図１９Ａに示す不連続部を有する代表的カードの裏面図である
。
【図２０Ａ】図２０Ａは、別の代表的カード実施形態のトランスポンダチップ用開口部の
上側及び下側部分の境界に対する単一段形状を有する不連続部のための工作機械経路の概
略図である。
【図２０Ｂ】図２０Ｂは、図２０Ａに示す不連続部を有する代表的カードの前面斜視図で
ある。
【図２０Ｃ】図２０Ｃは、図２０Ａに示す不連続部を有する代表的カードの前面図である
。
【図２０Ｄ】図２０Ｄは、図２０Ａに示す不連続部を有する代表的カードの上面図である
。
【図２０Ｅ】図２０Ｅは、図２０Ａに示す不連続部を有する代表的カードの左側面図であ
る。
【図２０Ｆ】図２０Ｆは、図２０Ａに示す不連続部を有する代表的カードの裏面図である
。
【図２１Ａ】図２１Ａは、別の代表的カード実施形態のトランスポンダチップ用開口部の
上側及び下側部分の境界に対する単一段形状を有する不連続部のための工作機械経路の概
略図である。
【図２１Ｂ】図２１Ｂは、図２１Ａに示す不連続部を有する代表的カードの前面斜視図で
ある。
【図２１Ｃ】図２１Ｃは、図２１Ａに示す不連続部を有する代表的カードの前面図である
。
【図２１Ｄ】図２１Ｄは、図２１Ａに示す不連続部を有する代表的カードの上面図である
。
【図２１Ｅ】図２１Ｅは、図２１Ａに示す不連続部を有する代表的カードの左側面図であ
る。
【図２１Ｆ】図２１Ｆは、図２１Ａに示す不連続部を有する代表的カードの裏面図である
。
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【図２２Ａ】図２２Ａは、別の代表的カード実施形態のトランスポンダチップ用開口部の
上側及び下側部分の境界に対する、開口部からカードの底面まで延びる不連続部のための
工作機械経路の概略図である。
【図２２Ｂ】図２２Ｂは、図２２Ａに示す不連続部を有する代表的カードの前面斜視図で
ある。
【図２２Ｃ】図２２Ｃは、図２２Ａに示す不連続部を有する代表的カードの前面図である
。
【図２２Ｄ】図２２Ｄは、図２２Ａに示す不連続部を有する代表的カードの上面図である
。
【図２２Ｅ】図２２Ｅは、図２２Ａに示す不連続部を有する代表的カードの左側面図であ
る。
【図２２Ｆ】図２２Ｆは、図２２Ａに示す不連続部を有する代表的カードの裏面図である
。
【図２３Ａ】図２３Ａは、別の代表的カード実施形態のトランスポンダチップ用開口部の
上側及び下側部分の境界に対する、開口部からカードの下左コーナー付近まで斜めに延び
る不連続部のための工作機械経路の概略図である。
【図２３Ｂ】図２３Ｂは、図２３Ａに示す不連続部を有する代表的カードの前面斜視図で
ある。
【図２３Ｃ】図２３Ｃは、図２３Ａに示す不連続部を有する代表的カードの前面図である
。
【図２３Ｄ】図２３Ｄは、図２３Ａに示す不連続部を有する代表的カードの上面図である
。
【図２３Ｅ】図２３Ｅは、図２３Ａに示す不連続部を有する代表的カードの左側面図であ
る。
【図２３Ｆ】図２３Ｆは、図２３Ａに示す不連続部を有する代表的カードの裏面図である
。
【図２４Ａ】図２４Ａは、別の代表的カード実施形態のトランスポンダチップ用開口部の
上側及び下側部分の境界に対する、開口部からカードの下左コーナー付近まで斜めに延び
る不連続部のための工作機械経路の概略図である。
【図２４Ｂ】図２４Ｂは、図２４Ａに示す不連続部を有する代表的カードの前面斜視図で
ある。
【図２４Ｃ】図２４Ｃは、図２４Ａに示す不連続部を有する代表的カードの前面図である
。
【図２４Ｄ】図２４Ｄは、図２４Ａに示す不連続部を有する代表的カードの上面図である
。
【図２４Ｅ】図２４Ｅは、図２４Ａに示す不連続部を有する代表的カードの左側面図であ
る。
【図２４Ｆ】図２４Ｆは、図２４Ａに示す不連続部を有する代表的カードの裏面図である
。
【図２５Ａ】図２５Ａは、別の代表的カード実施形態のトランスポンダチップ用開口部の
上側及び下側部分の境界に対する複数の不連続部のための工作機械経路の概略図である。
【図２５Ｂ】図２５Ｂは、図２５Ａに示す不連続部を有する代表的カードの前面斜視図で
ある。
【図２５Ｃ】図２５Ｃは、図２５Ａに示す不連続部を有する代表的カードの前面図である
。
【図２５Ｄ】図２５Ｄは、図２５Ａに示す不連続部を有する代表的カードの上面図である
。
【図２５Ｅ】図２５Ｅは、図２５Ａに示す不連続部を有する代表的カードの左側面図であ
る。
【図２５Ｆ】図２５Ｆは、図２５Ａに示す不連続部を有する代表的カードの裏面図である
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。
【図２６Ａ】図２６Ａは、別の代表的カード実施形態のトランスポンダチップ用開口部の
上側及び下側部分の境界に対する複数の不連続部のための工作機械経路の概略図である。
【図２６Ｂ】図２６Ｂは、図２６Ａに示す不連続部を有する代表的カードの前面斜視図で
ある。
【図２６Ｃ】図２６Ｃは、図２６Ａに示す不連続部を有する代表的カードの前面図である
。
【図２６Ｄ】図２６Ｄは、図２６Ａに示す不連続部を有する代表的カードの上面図である
。
【図２６Ｅ】図２６Ｅは、図２６Ａに示す不連続部を有する代表的カードの左側面図であ
る。
【図２６Ｆ】図２６Ｆは、図２６Ａに示す不連続部を有する代表的カードの裏面図である
。
【図２７Ａ】図２７Ａは、別の代表的カード実施形態のトランスポンダチップ用開口部の
上側及び下側部分の境界に対する複数の不連続部のための工作機械経路の概略図である。
【図２７Ｂ】図２７Ｂは、図２７Ａに示す不連続部を有する代表的カードの前面斜視図で
ある。
【図２７Ｃ】図２７Ｃは、図２７Ａに示す不連続部を有する代表的カードの前面図である
。
【図２７Ｄ】図２７Ｄは、図２７Ａに示す不連続部を有する代表的カードの上面図である
。
【図２７Ｅ】図２７Ｅは、図２７Ａに示す不連続部を有する代表的カードの左側面図であ
る。
【図２７Ｆ】図２７Ｆは、図２７Ａに示す不連続部を有する代表的カードの裏面図である
。
【図２８Ａ】図２８Ａは、別の代表的カード実施形態のトランスポンダチップ用開口部の
上側及び下側部分の境界に対する複数の不連続部のための工作機械経路の概略図である。
【図２８Ｂ】図２８Ｂは、図２８Ａに示す不連続部を有する代表的カードの前面斜視図で
ある。
【図２８Ｃ】図２８Ｃは、図２８Ａに示す不連続部を有する代表的カードの前面図である
。
【図２８Ｄ】図２８Ｄは、図２８Ａに示す不連続部を有する代表的カードの上面図である
。
【図２８Ｅ】図２８Ｅは、図２８Ａに示す不連続部を有する代表的カードの左側面図であ
る。
【図２８Ｆ】図２８Ｆは、図２８Ａに示す不連続部を有する代表的カードの裏面図である
。
【図２９Ａ】図２９Ａは、別の代表的カード実施形態のトランスポンダチップ用開口部の
上側及び下側部分の境界に対する代表的不連続部のための工作機械経路の概略図である。
【図２９Ｂ】図２９Ｂは、図２９Ａに示す不連続部を有する代表的カードの前面斜視図で
ある。
【図２９Ｃ】図２９Ｃは、図２９Ａに示す不連続部を有する代表的カードの前面図である
。
【図２９Ｄ】図２９Ｄは、図２９Ａに示す不連続部を有する代表的カードの上面図である
。
【図２９Ｅ】図２９Ｅは、図２９Ａに示す不連続部を有する代表的カードの左側面図であ
る。
【図２９Ｆ】図２９Ｆは、図２９Ａに示す不連続部を有する代表的カードの裏面図である
。
【図３０Ａ】図３０Ａは、別の代表的カード実施形態のトランスポンダチップ用開口部の
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上側及び下側部分の境界に対する、曲線形状を有する代表的不連続部のための工作機械経
路の概略図である。
【図３０Ｂ】図３０Ｂは、図３０Ａに示す不連続部を有する代表的カードの前面斜視図で
ある。
【図３０Ｃ】図３０Ｃは、図３０Ａに示す不連続部を有する代表的カードの前面図である
。
【図３０Ｄ】図３０Ｄは、図３０Ａに示す不連続部を有する代表的カードの上面図である
。
【図３０Ｅ】図３０Ｅは、図３０Ａに示す不連続部を有する代表的カードの左側面図であ
る。
【図３０Ｆ】図３０Ｆは、図３０Ａに示す不連続部を有する代表的カードの裏面図である
。
【図３１Ａ】図３１Ａは、別の代表的カード実施形態のトランスポンダチップ用開口部の
上側及び下側部分の境界に対する、曲線階段形状を有する代表的不連続部のための工作機
械経路の概略図である。
【図３１Ｂ】図３１Ｂは、図３１Ａに示す不連続部を有する代表的カードの前面斜視図で
ある。
【図３１Ｃ】図３１Ｃは、図３１Ａに示す不連続部を有する代表的カードの前面図である
。
【図３１Ｄ】図３１Ｄは、図３１Ａに示す不連続部を有する代表的カードの上面図である
。
【図３１Ｅ】図３１Ｅは、図３１Ａに示す不連続部を有する代表的カードの左側面図であ
る。
【図３１Ｆ】図３１Ｆは、図３１Ａに示す不連続部を有する代表的カードの裏面図である
。
【図３２】図３２は、金属層の上方及び下方の代表的な任意の層を示す代表的カード実施
形態の断面図である。
【図３３】図３３は、様々な代表的マーキング及び彫刻を持つ表面コーティングを示す代
表的カード実施形態の断面図である。
【図３４】図３４は、部分的に表面コーティングで充填された不連続部を示す、別の代表
的カード実施形態の断面図である。
【図３５Ａ】図３５Ａは、不連続部及び強化タブを受け入れるための代表的ポケットを持
つ代表的カードの前面図である。
【図３５Ｂ】図３５Ｂは、強化タブを受け入れる前の図３５Ａのカードの前左側からの斜
視図である。
【図３５Ｃ】図３５Ｃは、強化タブの配置を示す、図３５Ａのカードの前左下コーナーか
らの分解斜視図である。
【図３５Ｄ】図３５Ｄは、図３５Ｃに示す分離した前面タブの斜視図である。
【図３５Ｅ】図３５Ｅは、図３５Ｃに示す分離した裏面タブの斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　図１Ａ～７は、左辺１０４（図３にも示す）右辺１０６（図４にも示す）、上辺１０８
（図５にも示す）及び底辺１０２（図６にも示す）によって形成されたカード周縁１０１
を有する代表的トランザクションカード又はカード１００の部分を示す。左辺１０４と右
辺１０６は、相互に対して平行であり、上辺１０８と底辺１０２は相互に対して平行であ
る。辺１０４及び１０６は、「比較的短い」辺と呼ぶことができ、辺１０８及び１０２は
、「比較的長い」辺と呼ぶことができる。図１Ｃに示すカードの部分は、前面１１２（図
２にも示す）と裏面１１４（図７にも示す）とを有する金属層１００である。本明細書に
おいて「前」と「裏」は、対向する面を区別するために使用され、この用語の使用に特別
な意図はない。同様に、右と左及び上と下（底）は、カードの周縁を形成する辺を指すた
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めに使用され、これらの用語は、例えば図２に示すカードの前面から見た向きを示すが、
これらの用語は、単に説明のためのものである。同様に、「辺」は、本明細書においてカ
ードの周縁を形成する辺を指すために使用され、「縁」は、開口部の境界の縁を指すため
に使用されるが、これらの用語の使用は単に区別のためのものであり、使用される用語に
明白な意味はない。
【００２３】
　図１Ｂ、１Ｃ及び２に示すように、金属層１００の開口部１２０は、前面１２７と裏面
１２６（図３）とを有するトランスポンダチップモジュール１２１を収容するためのサイ
ズを持つ。トランスポンダチップモジュールの詳細は、本発明の特許請求の範囲の特徴で
はないので、例証のためにのみ示す。８ピンモジュールを図示するが、トランスポンダは
、例えば６ピンモジュールなどもっと少ない又は多い接触部を持つことができる。当業者
は、任意の数の多様なトランスポンダチップ設計が利用可能であり、代表的カードに使用
できることが分かるはずである。
【００２４】
　図１Ｂに更に詳細に示すように、開口部は、カード周縁１０１の左短辺１０４に対して
平行でかつこれに最も近い左縁１２４と、カード周縁の上辺１０８に対して平行でかつこ
れに最も近い第２縁１２８と、カード周縁の底辺１０２に対して平行でかつこれに最も近
い第３縁１２２と、を有する。左縁１２４は、上縁１２８がカード周縁の上辺１０８に対
するのに比べてカード周縁の左辺１０４により近く、上縁１２８は、下縁１２２がカード
周縁の底辺１０２に対するのに比べて周縁の上辺１０８により近い。開口部１２０の縁は
、コーナーを形成する（例えば、上左コーナー１２５は、縁１２４と縁１２８によって形
成され、下左コーナー１２３は縁１２４と縁１２２によって形成される）。
【００２５】
　金属層１００の不連続部又はスリット１３０は、金属層１００の前面１１２から裏面１
１４まで延びる金属層のギャップを含む。「不連続部」及び「スリット」は、本明細書に
おいて交換可能に使用できる。不連続部は、カード周縁上の起点（Ｏ）から開口部の周縁
において終点（Ｔ）で終結する経路を形成する。図１Ａ～Ｃに示す実施形態において、終
点は、共通縁１２４によって形成された隣接するコーナー１２３に比べてコーナー１２５
のより近くに位置する。本明細書において示す本発明の他の実施形態の全てではなくても
そのほとんどが、共通縁によって形成される他方のコーナーに比べて一方のコーナーのよ
り近くに位置する終点を示す。これは、隣り合うコーナー１２３と１２５の中点で終結す
るスリットを示す先行技術の設計と対照的である。
【００２６】
　図１Ａ及び１Ｂに示すように、開口部及び不連続部は、カード製造の中間ステップを反
映する。図示するように、開口部１２０は、外側境界１４４及び内側境界１４６を有する
全体面積を画定する段付きポケット開口部である。段付きポケット開口部の上側部分（カ
ードの前面に開かれる）は、外側境界１４４によって画定された開放面積を有する。ポケ
ットの下側部分（カードの裏面に開かれる）は、内側境界１４６によって画定された面積
を有し、ポケットの下側部分の面積は、ポケットの上側部分の面積より小さい。カードの
厚みの方向に沿った内側境界と外側境界との間の壁は、下側境界と上側ポケットの壁との
間の横桟（ledge）１４７を形成し、カードの上面及び下面に対して平行の面を有する。
本明細書において使用する場合、あらゆる比較対象の特徴に関連して使用される「平行」
は、所望の公差の範囲内で平行を意味するが、正確に平行ではない特徴も含む場合がある
。不連続部は、内側境界１４６上に位置する端点Ｅを持つものとして示される。
【００２７】
　図１Ａは、図１Ｂ及び１Ｃのカードの「工具経路及びミリング加工境界図」を示す。図
１Ａは、不連続部を生成するためのカッター（例えば、レーザー）の工具経路を示す線と
して不連続部１３０を略図的に示す。図１Ａにおいて、線１３０は、カードの周縁上の起
点Ｏを通過し、開口部の内側境界上の端点Ｅを通過して延びる。開口部に対応する製造境
界線は、ポケット製造工程によって生成される上側及び下側ポケットの内側境界１４６及



(18) JP 6974621 B2 2021.12.1

10

20

30

40

50

び外側境界１４４の場所を示す。ポケット製造工程は、ミリング工具、エッチング工具、
レーザー及びこれに類似するものによって実施できる。カードの製造において、順次、不
連続部は、まず、レーザーなどによって、金属層を完全に切断するように、起点Ｏ及び端
点Ｅを含み起点Ｏ及び端点Ｅを通過して延びる線に沿って金属層に切削される。その後上
側及び下側ポケットがミリング加工される。このように、図１Ａの工具経路においては内
側境界１４６内部に位置する不連続部の端点を示すが、図１Ｂに示すような完成した金属
層においては、不連続部は、実際には、点Ｅにおいて内側境界１４６で終了し、開口部に
支払いモジュールが挿入されるので、不連続部は、図１Ｃに示すカードの前面からは点Ｔ
において外側境界１４４の縁までしか見えない。内側境界１４６しか金属層の裏面１１４
を通過して延びないので、不連続部１３０は、カードの裏面において端点Ｅまで延びる。
本明細書において示すトランスポンダチップの設計は、単に代表的接触パターンを示すた
めのものであり、本発明は、特定のパターンに限定されないことが分かるはずである。又
、不連続部１３０、内側境界１４６及びモジュール１２６の裏面は、図７において金属層
の裏面に示されるが、裏面層の性質及び不透明度に応じて、カードの裏面を被覆する層が
、完全に又は部分的に不連続部、トランスポンダチップ及び開口部を見え難くする可能性
があることが分かるはずである。概略的に、開口部及びトランスポンダチップは、典型的
に層の不透明部材又は部分によって見えにくくされるが、不連続部のいくつかの部分は、
よく見れば、又カードの任意の裏面層が完全に不透明でなければ、裏面から分かる可能性
もある。更に、トランスポンダモジュールの上面１２７の接触部は、カードの最も外側の
前面と同平面であることが望ましいことが分かるはずである。金属層が最上層である場合
、接触部は、金属層の前面と同平面となる。但し、図３２に示すように透明プラスチック
層又はセラミック層など別の層が金属層の上に配置される場合、接触部は、最上層１２０
０と同平面に取り付けられる。
【００２８】
　不連続部を生成した後、開口部は、まず下側部分をミリング加工しその後上側部分をミ
リング加工することにより又はその逆によりカットできる。下側部分はカードの裏面から
ミリング加工でき、上側部分はカードの前面から加工できる（両方の部分を前面からミリ
ング加工することもできるが）。いくつかの実施形態において、非導電材料を、米国特許
第９３９０３６６号（参照により本明細書に援用される）において説明される方法によっ
て開口部に設置できる。支払いモジュールが開口部に取り付けられたとき、モジュールの
上側部分は横桟１４７の上に乗り、モジュールの裏面の集積回路は下側部分に配置される
。ポケットの下側部分の形状（例えば図１Ａ及び１Ｂにおいて境界１４６によって形成さ
れる）、具体的にはカードの裏面と同延（coextensive）の平面におけるその長さ（金属
層の長辺１０２、１０８に対して平行のＸ寸法）及び幅（金属層の短辺１０４、１０６に
対して平行のＹ寸法）は、ＲＦ性能に対して影響を持つ。例えば、６ピン支払いモジュー
ルの性能の許容範囲は、好ましくは３～１０ｍｍの範囲、より好ましくはＸ＝７.９ｍｍ
～８.９ｍｍ及びＹ＝４.５ｍｍ～６.０ｍｍ、最も好ましくは７.９ｍｍｘ５.３ｍｍのＸ
寸法及びＹ寸法を持つ。８ピン支払いモジュールの場合、性能の許容範囲は、好ましくは
７ｍｍ～１０ｍｍの範囲、より好ましくは７.５ｍｍ～９.５ｍｍの範囲のＸ寸法及びＹ寸
法を持つ。不連続部のギャップのサイズも、性能に影響する可能性があり、ギャップサイ
ズは、好ましくは１ｍｍ未満、より好ましくは０.５ｍｍ、最も好ましくは約０.１ｍｍ±
０.０５ｍｍである。但し、本発明は、特定の不連続部ギャップサイズ又はポケットの下
側部分の寸法に限定されない。図１Ａ～２に示す実施形態において、カードの左辺１０４
は、開口部１２０／トランスポンダモジュール１２１の左縁１２４と整列する（例えばこ
れと同延でこれに対して平行の）領域１５０（混乱を抑えるために図２のみに示す）を有
し、不連続部の起点（Ｏ）は、領域１５０外のカード周縁１０１上に位置する。図１に示
す実施形態において、終点はコーナー１２５に位置する。
【００２９】
　図８Ａ～３１Ａは、様々な他のスリット構成を示す。スリット構成の各々は、多様に特
徴づけることができ、特定の特徴を持つことができる。図８Ａ、９Ａなどの各々は、各ス
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リット設計に関連する製造経路又は境界線を示す。製造経路線の例証のために、図示する
スリットに対応する線８０２、９０２などは、不連続部を生成するためのカッター（例え
ば、レーザー）のための工具経路に対応する。開口部に対応する製造境界線は、ポケット
製造工具（ミリング工具、エッチング工具、レーザー及びこれに類似するもの）によって
生成された上側及び下側ポケットの内側（例えば、８０４、９０４）及び外側（例えば、
８０６、９０６）境界を示す。但し、カードの仕上げ金属層は、各場合に、図８Ｂ～８Ｆ
、９Ｂ～９Ｆなどに示す設計に準拠する。例えば、図８Ｂ、９Ｂなどは、それぞれのカー
ドの金属層の前面斜視図であり、図８Ｃ、９Ｃなどは前面図であり、図８Ｄ、９Ｄなどは
上面図（又は底面図）であり、図８Ｅ、９Ｅなどは左側面図であり、図８Ｆ、９Ｆなどは
裏面図である。図示する上面図又は底面図の一方は、各不連続部の起点（Ｏ）が位置する
カードの辺を示すように選択され、図示されない上面図又は底面図の一方は、基本的に図
６と同じである。同様に、上記の実施形態の全てについて右側面図は、基本的に図４に示
す側面図と同じである。
【００３０】
　図８Ａ～Ｆ～図３１Ａ～Ｆは、代表的なカードの金属層のみを示すことも分かるはずで
ある。金属層は、カードの前面又は裏面に被せて配置された１つ又は複数の層を持ち、各
付加層は、面全体を被覆するか又はその一部分のみを被覆できる。金属層自体は、少なく
とも１つの層が別の層とは異なる金属を含む実施形態を含めて複数の金属層の複合材を含
むことができる。付加層は、例えば、米国公開特許出願第ＵＳ２０１５０３３９５６４Ａ
１号及び／又はＵＳ２０１７０３１６３００Ａ１号明細書（参照によりその全体が本明細
書に援用される）において説明される層のいずれかを含むことができる。好ましい実施形
態は、金属カードの前面にセラミックコーティングを及びカードの裏面にプラスチック層
を含む。
【００３１】
　図８Ａに示すスリット構成を参照すると、起点（Ｏ）は、終点（Ｔ）に比べて上辺１０
８によって形成された線のより近くに位置する。この特徴は、起点（Ｏ）が上辺１０８上
に位置する図１に示すスリット構成に関しても言えることである。終点に比べて周縁の上
辺によって形成された線により近い起点の場所は、少なくとも図９Ａ、１０Ａ、１２Ａ、
１４Ａ～１７Ａ、１９Ａ～２１Ａ、３０Ａ及び３１Ａに示す設計に関しても同じことが言
える。他の設計において、終点の場所は、図２２Ａ～２４Ａに示すスリット設計における
ように、上辺１０８によって形成された線のより近くに位置する。「上辺によって形成さ
れた線」は、想像上の線であり、この線に沿った空間に上辺１０８が在る。カードは丸み
のあるコーナーを持つので、起点から上辺１０８によって形成された線までの距離は、上
辺１０８によって形成された線と左辺１０４によって形成された線の交差点から計測され
、交差点は、標準的な丸みのあるコーナーを持つ金属層の部分として実際には物理的に存
在しない。したがって、上記の代表的実施形態の各々において、終点又は起点の一方は、
他方に比べて周縁の１つの長辺のより近くに位置する。他の実施形態（例えば、図１１Ａ
、１８Ａなど）において、終点及び起点は、上辺又は底辺からほぼ同距離に位置できる。
【００３２】
　「起点」及び「終点」は、切断線が起点において又はその前に始まり下で更に説明する
ように終点の方向にこれを越えて延びる不連続部を構成する１つの方法を表すが、これら
の用語は、不連続部を形成するための具体的な製造方法又は切断方向を示唆するものでは
ない。更に、本明細書の別の場所で説明するとき「終点」と呼ぶが、終点は、不連続部が
カードの上面において開口部と交わる場所に過ぎず、不連続部は、実際には、カードの裏
面において更に内側へ開口部の周縁まで延びる。又、カードブランド、カード番号及びこ
れに類似するものを含む、消費者が仕上げカードの「前面」と見なすものに関して、カー
ドの前上左は、伝統的に接触部の設置場所であるが、他の実施形態において、接触部は、
カードの下裏右の鏡像位置に位置して、同等の機能性を与えることができ、不連続部は、
前面に関して本明細書において示すようにカードの裏面に関しても同様に位置する。した
がって、本明細書において使用される場合、「前」及び「裏」面は、トランスポンダモジ
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ュールの配置に関してであり、必ずしも、最終カード受領時に消費者がこれらの用語を使
用する伝統的な「前」又は「裏」を反映しない。当然、接触部の場所は、物理的接続によ
ってカードを読み取るカード読取り機の配列によって指定され、カード周縁に対するトラ
ンスポンダチップの場所は、本発明によって限定されない。
【００３３】
　特定の実施形態において、不連続部の経路は、少なくとも２つの９０度又はそれ以上の
方向変化点を含む。例えば、図９Ａ，１９Ａ及び３１Ａは、不連続経路が複数の９０度の
方向変化点を含む階段状設計を示す。図９Ａ、１９Ａ及び３１Ａに示す実施形態において
、階段状形状は、蹴上げ（隣り合う水平区分の間の垂直距離）及び踏み面（隣り合う垂直
区分の間の水平距離）を有し、蹴上げは踏み面より大きい。他の実施形態において（図示
せず）、蹴上げと踏み面が等しいか、又は踏み面が蹴上より大きい可能性がある。図示す
る実施形態において、蹴上げと踏み面は、各段についてほぼ等しいが、他の実施形態にお
いて、蹴上げと踏み面は、一連の段において少なくとも１つの段は他の段と異なる。
【００３４】
　図１１Ａ及び１３Ａは、不連続部の経路が複数の９０度超えの方向変化点を持つ鋸歯形
状を示す。図１２Ａは、ミクロ階段形状とマクロ鋸歯形状を持ち、少なくとも、９０度超
えの第１方向変化点へ通じる２つ超えの９０度の方向変化点の第１群と、９０度超えの第
２方向変化点へ通じる２つ超えの９０度の方向変化点の第２群と、を備える。この場合に
も、鋸歯形状の各「刃」はほぼ同じ寸法を持つように示すが、本発明はこのような形状に
限定されない。
【００３５】
　不連続部の経路は、曲線形状の少なくとも１つの区分を持つことができる。基本的な曲
線形状を図１０Ａに示すが、曲線設計は、１つ又は複数の９０度以上の方向変化点を持つ
こともでき、この場合、方向変化点の少なくとも１つは曲線形状を持つ。図１４Ａ～１８
Ａに示す実施形態は、このような特徴を示し、図１４Ａ～１６Ａに示す不連続部の経路は
、各々、経路の少なくとも一部分について少なくとも２つの９０度超えの方向変化点を含
む正弦波形状を持つ。
【００３６】
　図１４～１６に示す経路は、概ね正弦曲線であるが、複数の方向変化点を持つ曲線経路
は、図１７Ａ～Ｃに示すように、１８０度超えのその後の方向変化点の前に１８０度超え
の方向変化を完了する部分を持つこともできる。図１７Ａ～Ｃに示すように、１８０度の
方向変化点を含む各区分のサイズは、経路の長さに沿って比較的小さい区分１７１２から
比較的大きい区分１７１４へ変化できる。
【００３７】
　図３１Ａの経路は、９０度の各方向変化点について直角の代わりに所定の半径（アール
）又はフィレットを含む階段構造内の曲線形状区分を示す。このような経路は、切削工具
の作業を迅速にでき、かつ／又は鋭角の方向変化点を持つ実施形態より視覚的に好ましい
可能性がある。
【００３８】
　図１５Ａ～１８Ａに示すようないくつかの実施形態において、不連続部の終点は、開口
部の上縁上に位置し、起点はカードの左辺に位置する。図１Ａ～７及び図２２Ａ～Ｆに示
すような他の実施形態において、不連続部は、カード周縁の上辺又は底辺に位置し、終点
は、開口部の上縁又は下縁に又は上コーナー又は下コーナーに位置できる。
【００３９】
　図９Ａ、１９Ａ及び３０Ａに示すようないくつかの実施形態において、不連続部は、上
左コーナー１２３に比べて下左コーナー１２５により近い場所において開口部の左縁上に
位置する終点を有し、かつ下左コーナー１２５に比べて上左コーナー１２３により近い場
所においてカード周縁の左辺に起点を有する。図８Ａ、１０Ａ、１５Ａ、２０Ａ及び２１
Ａに示すような他の実施形態において、終点の場所は、下左コーナー１２５に比べて上左
コーナー１２３により近く、起点は下左コーナー１２５に比べて上左コーナー１２３によ
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り近いカード周縁の左辺に位置する。言い換えると、上記のタイプの実施形態の両方とも
、不連続部の経路は、概ね斜めに、起点から終点へ下向きであるが、第１グループは、上
コーナーに比べて下コーナーにより近い開口部左縁で終結する。
【００４０】
　上で説明し例えば図１Ｃ、８Ｃ、９Ｃなどに示すように、カードの完成金属層において
、トランスポンダチップモジュール１２１は開口部に配置され、金属層は、トランスポン
ダチップモジュールのための増幅アンテナとして機能する。図３２に示す金属層１１００
など本明細書において説明し図示する金属層のいずれかを組み込む最終カードの実施形態
において、カードは、金属層１１００の少なくとも１つの面に配置されたプラスチック層
、セラミック層、木材又は皮革の一方を含む装飾層又はこれらの組合せなどの（但しこれ
に限定されない）少なくとも１つの非金属層１２００、１３００を含むことができる。カ
ードの異なる面に異なるタイプの層又はその組合せを配置できる。本明細書において使用
される場合、「配置（される）」は、それぞれの面への直接接続を意味するわけではなく
、間接的（即ち、面に直接接続される１つ又は複数の他の層の上への）接続も意味する。
【００４１】
　例えば図９Ａ～Ｃ、１９Ａ～Ｃ及び３１Ａ～Ｃに示すような金属層１１００が階段形状
の不連続部９０２、１９０２、３１０２を有する１つの好ましい実施形態において、カー
ドは、セラミック層１２００でコーティングされた前面と、好ましくは接着剤でプラスチ
ック層１３００が付着された裏面と、を持つことができる。当業者には分かるように、接
着剤でのプラスチック層の付着は、両面に接着剤（例えば、エチレンアクリル酸（ＥＥＡ
）などのエチレン共重合体接着剤）を有するキャリア基板（例えば、ポリエステル）を採
用することを含むことができる。図３４の断面図に示すように、セラミック層３４００が
金属層３４１０に被せたセラミックコーティングを含む実施形態において、不連続部によ
って形成されたギャップ３４０２は、セラミックコーティングの上面から見える表面欠損
３４０４を残して、少なくとも部分的にセラミックコーティングで充填できる。
【００４２】
　本明細書において説明するように不連続部は、カードの片面又は両面から光学的に可視
とすることができる。裏面が不透明プラスチック又は不透明インクと半透明プラスチック
で被覆されるいくつかの実施形態において、不連続部は、裏面から可視としないことがで
きる。木材、皮革又は特定のセラミックなどの前面装飾層を持つ実施形態において、不連
続部は、前から隠すこともできる。但し、いくつかのセラミックコーティングを持つ実施
形態において、セラミックコーティングは、不連続部によって生じたギャップを部分的に
しか充填しないので、図３４に示すように少なくとも表面欠損３４０４として不連続部を
視覚的に感じられるようにする。この欠損は、知覚できるギャップでないにしても少なく
とも知覚できる線の形とすることができる。したがって、仕上げ金属層を示す図面におい
て、金属層は最上層であるか、又は別の層で被覆されるが視覚的に何かの形で感じられる
層とすることができる。
【００４３】
　更に別の不連続部の実施形態において、カードは、図２５Ａ～２８Ａに示す実施形態の
場合のように複数の不連続部を備えることができる。図示する実施形態の全てにおいて、
複数の不連続部の少なくとも１つ（例えば、２５０２、２６０２、２７０２、２８０２）
は、開口部からカードの周縁までの最短長さに等しい長さを有し、複数の不連続部の少な
くとも２つ（例えば、２５０２と２５０４、及び２６０２と２６０４など）は、相互に対
して平行である。図２５Ａに示すようないくつかの実施形態において、複数の不連続部の
全てに満たない数の不連続部は周縁から開口部まで延びることができる。即ち、１つ又は
複数の不連続部（例えば、２５０６）はカードの周縁又は開口部の周縁からのみ延びるが
、両方の周縁までは延びないか、又は１つ又は複数の不連続部（例えば、２５０８、２５
０９、２５１０）は、カードの周縁又は開口部の周縁のどちらまでも延びない。複数不連
続部の実施形態において、複数の不連続部の存在は、複数の場所を横切る屈曲に関連する
応力を拡散して、１つの不連続部に帰属する応力白化を最小限に抑える。複数のスリット
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がカード周縁から開口部まで延びる実施形態においては、これらのスリットの間に配置さ
れた金属エリアは、カードの上位及び下位非金属層によって所定の場所に保持される。
【００４４】
　本明細書において説明するトランザクションカードを製造する方法において、方法は、
（ａ）前面と裏面とを有する金属層を用意するステップと、（ｂ）本明細書において説明
する特徴を有する、トランスポンダチップモジュールを収容するためのサイズを持つ開口
部を金属層に生成するステップと、（ｃ）本明細書において説明するように金属層に不連
続部を生成するステップと、（ｄ）開口部にトランスポンダチップモジュールを配置する
ステップと、を含む。上述のように、不連続部を生成するステップは、トランスポンダチ
ップモジュールのための開口部を生成するステップに先行できる。
【００４５】
　上述のように、方法は、不連続部によって形成されたギャップを少なくとも部分的にセ
ラミックなどの非金属材料で充填することを含むことができる。方法は、又、非金属層を
金属層に接着剤で接着することにより又は金属層にセラミック層を吹付けコーティングす
ることにより、金属層の前面又は裏面に少なくとも１つの非金属層を配置することを含む
ことができる。いくつかの実施形態において、非金属層は、色付きのセラミック層を含み
、方法は、更に、図３３に関連して下で更に詳しく説明するように、セラミック層の色と
は異なる色を持つ１つ又は複数の永久的マーキングをセラミック層上に生成するためにレ
ーザーを使用することを含む。いくつかの実施形態において、セラミック層の永久的マー
キングは、セラミック組成内の顔料の化学的変化によって得るか、又は永久的マーキング
は、異なる色を持つ下位層を露出するために上位セラミック層を除去することによって得
られる。異なる色を持つ下位層は、複数のセラミック層が与えられる場合には下位セラミ
ック層を含むことができる。例えば、例えば二酸化ジルコニア、二珪化アルミニウム、顔
料などを含有するセラミック微小粒子及びキャリア溶液の中に懸濁した硬化性樹脂結合剤
から成る特定のタイプの硬化セラミック吹付けコーティングの場合、その中に白色顔料を
有する白色のベースセラミック層は、色付き顔料を有する層より接着力が強いので、第１
の白色層をセラミックの第２の非白色層の下に配置できる。又は、複数のセラミック層を
美感のために使用できる。他の実施形態において、異なる色を持つ露出された下位層は、
金属層とすることができる。更に別の実施形態において、複合金属コアは、彫刻の深さに
応じて複数の色を持つ外観を容易に得られる。彫刻は、化学的又は機械的方法など任意の
方法によって実施でき、レーザーマーキングに限定されない。又、セラミックの溝は、金
属など別の物質で充填できる。例えば、セラミックコーティングされたスチールカードは
、金属まで貫通する溝をセラミックコーティングにレーザー彫刻でき、その後、金、銀、
プラチナ又はこれに類似する貴金属をフィラーとして溝に電気メッキできる。
【００４６】
　本明細書において説明するようにセラミック層を備える各種の構成は、本明細書におい
て説明するような金属層に不連続部を有するカードの実施形態に限定されない。セラミッ
ク層は、金属に直接塗布され硬化された１つ又は複数のセラミックコーティング層を含む
ことができるが、セラミック層を与える他の方法は、自立型のモノリスセラミック層を金
属層に付着するか、又は基板上にセラミックコーティング層を配置して、その後セラミッ
クコーティング加工の基板を金属層に付着することを含むことができる。別の方法におい
て、セラミック層は、テープキャスティングによって生成し、本体に付着できる。
【００４７】
　図示し本明細書において特許請求するようなスリット形状を持つカードは、本明細書に
おいて記載する実施例ごとに、直線スリット形状又はその他の先行技術の形状を持つカー
ドに比べて機能的利点を有する。不連続部設計の全ては、先行技術設計に比べて機能的利
点を持つことができるが、いくつかは他のものに比べてより多く利点を持ち、ほぼ全てが
、ほぼ同様の生産コストであり、いくつかは他のものより美的に好ましいと考えられ、純
粋に美的理由で好ましい可能性がある。したがって、本明細書において開示する金属層の
不連続部の特定の特徴は、装飾的設計のために選択されるものであり、実用的機能による
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ものではない。したがって、実質的に同じ機能または性能を持つ多様な装飾的構成を利用
できるように、各々の設計要素は、機能性を維持しながら変更または選択できる。非限定
的実施例として、段又はジグザグの数、段の蹴上げ又は踏み面、曲線又は非曲線の方向変
化点、曲率又は方向変化度、正確な起点、終点及び屈折点の場所及び複数の不連続部を持
つ実施形態における不連続部の数などの不連続部の正確な輪郭は、実質的に同じ機能性を
維持しながら異なる装飾的外観を与えるために変更できる。金属層の装飾的設計は、１つ
又は複数の米国意匠特許出願において別個に保護される可能性がある。
【００４８】
　代替的なスリット設計を使用すれば、伝統的金属又はセラミックコーティング加工の金
属カードがスリットにおいて潜在的に持つ弱点を克服でき、カードが伝統的な金属の感じ
と音を維持できるようにする。カードを補強するための別の選択肢は、ＦＲ４材（エポキ
シ樹脂及びファイバーグラス織物で作られた熱硬化ラミネート）又はポリイミドなどの自
立層をカードの裏に使用することである。各種印、磁気ストライプなどのための印刷され
た層は、ＦＲ４層と組み立てるか又はＦＲ４層上に直接印刷できる。例えば、図３２に概
略的に示す実施形態において、比較的薄い（例えば、０.００９インチ＝０.２２９ｍｍの
厚み）のステンレス鋼基板１１００を、ＦＲ４裏張り層１３００と一緒に使用できる。別
の実施形態において、１８ミル（０.４５７ｍｍ）は、その裏面に４ミル（０.１０２ｍｍ
）ＦＲ４層（２ミル＝０.０５１ｍｍ接着層でスチール層に付着される）、ＦＲ４層の裏
面に５ミル（０.１２７ｍｍ）のプリントシート（別の２ミル接着層で付着）、及びプリ
ントシート層の裏面に重ねられた磁気ストライプを含む２ミルオーバーレイ層を持つこと
ができる。プリントシート及び磁気ストライプオーバーレイ層は、応力白化し易い層であ
り、強化層は応力白化を防止するのに役立つ。強化裏張りは、本明細書において説明する
他のスリット設計の１つを使用する必要なくスリットの弱化を充分に克服できるようにす
るが、ＦＲ４（又はその他の自立）層と本明細書において示すスリット形状の１つを組み
合わせる実施形態も提供できる。好ましい自立層は、８０Ｍｐａ-ｍ３～４０ＧＰａ-ｍ３

の剛性を持つ。
【００４９】
　図３２は、代表的なカード実施形態１０００の断面図であり、金属層１１００を示す。
金属層は、スリットを持つか持たないかに関わりなく、本明細書において説明する任意の
金属層とすることができ、開口部上側部分１０１０と開口部下側部分１０１２とを含む段
付き開口部１００５を持つ。図３２は、前面層１２００と裏面層１３００も示す。層１２
００は、金属カードの開口部に配置されたトランスポンダモジュールの接触部が層１２０
０の上面とほぼ同平面に着座するように、開口部上側部分１０１０に合致する（即ち、同
延である）開口部１２０５を有する。本出願の図面のいずれに示される層の厚みは、縮尺
通りではない。いくつかの実施形態において、図３２に示す前面層は、複数の層を表すこ
とができ、図示する裏面層は、複数の層を表すことができ、図示する金属層は複数の層を
表すことができ、又はこれらの組合せが可能性である。層１２００及び１３００は、両方
とも任意である。１つの実施形態において、層１２００は、１０ミル（０.２５４ｍｍ）
金属層の前面の９ミルＰＶＣ又はＰＶＣ／ＰＥＥＫ複合層と、金属層の裏面の１０ミルＰ
ＶＣ層と、を含むことができる。前面及び裏面層は、各々、技術上周知のように両面にＥ
ＥＡ接着剤を持つポリエステル基板などの２ミル接着層で金属層に付着できる。いくつか
の実施形態は、両面ではなく前面層のみ又は裏面層のみを持つことができ、いくつかの金
属カード製品は、金属上の印刷可能性を助長するためのコーティング以外の付加層を持た
ない。例えば、カードは、ステンレス鋼表面での印刷インクの受容を改良するコーティン
グを少なくとも前面に有する印刷可能ステンレス鋼などの印刷可能金属を含むことができ
る。コーティングは、例えば、ＵＶ硬化性スクリーン及びインクジェットインク又は溶媒
又は酸化印刷を受け入れるポリエステル系コーティングを含むことができる。
【００５０】
　１つの製造業者が仕上げ業者への中間として金属層を提供し、仕上げ業者がその後の加
工の一部として付加層を追加できることが分かるはずである。１つの実施形態において、
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本明細書において説明するように、前面層１２００はセラミック層（本明細書において説
明する方法のいずれかによって金属層に塗布される）を含み、裏面層はプラスチック層を
含む。本明細書において説明する別の実施形態において、裏面層１２００は、ＦＲ４で作
られた層など自立層とすることができる。
【００５１】
　図３３に示すように、いくつかの実施形態において、金属層３３０２上のセラミック層
３３００は、各々異なる色を有する少なくとも２つのセラミック層３３１２及び３３１４
を含むことができる。同様に、金属層３３０２は、少なくとも２つの金属層３３２２、３
３２４を含み、２つの金属層は、異なる色を有する異なる金属とすることができる。セラ
ミック層にデザインを作成することは、セラミック層の顔料を化学的に永久に変化させる
ことによって又はセラミックの一部分を除去して溝を作ることによって、セラミック層の
色を変えるレーザーマーキング３３３０を作ることを含むことができる。このような溝は
、下位層を露出するために上位層を貫通しない溝３３３１などの表面溝とするか、又は下
位層を露出する溝とすることができる。溝は、技術上既知のレーザー、機械的又は化学的
方法で生成できる。下位層を露出する溝は、別のセラミック層３３１４を露出するために
１つのセラミック層３３１２を除去する溝３３３２、上側金属層３３２２を露出するため
に全てのセラミック層３３１２及び３３１４を除去する溝３３３４、及び下位金属層３３
２４を露出するために全てのセラミック層３３１２，３３１４及び上側金属層３３２２を
除去する溝３３３６を含むことができる。更に別の設計技法は、溝（上述の溝の実施形態
のいずれかのような）を生成すること、及び電気メッキ金属３３３８（他の金属層の一方
又は両方とは異なる金属とすることができる）などの別の材料をセラミックの溝に充填す
ること、を含むことができる。初期溝を電気メッキすることによって溝を充填するために
、金属層までセラミックを除去する溝３３３４又は３３３６が好ましい。例示のためにの
み１つの実施形態の中に示すが、各種溝及びマーキング法の各々は、単独で又は本明細書
において説明する他の技法と組み合わせて実施できる。スリットカード設計を強化するた
めの本明細書において開示する様々な実施形態と組み合わせて説明するが、セラミックカ
ードに装飾を生成するための各種技法は、このような実施形態に限定されない。
【００５２】
　不連続部を有するカードの区分を補強する別の実施形態は、図３５Ａ～Ｅに示すカード
３５００などの場合のように、不連続部の上及び／又は下に支持タブを設置することを含
む。カードの前面又は裏面に同延層（印刷を助長するための任意のコーティングを除いて
）を持たない「フルメタル」カードなどのための代表的実施形態において、モジュール（
図示せず）用の開口部３５２０の周りのポケット３５１０、３５１２は、カードの両面に
おいてＺ軸線に沿って陥没する。カードの両面のポケット３５１０、３５１２は、両方と
も金属層の面積より小さい面積を持ち、図においては２つのポケットが同じサイズで示さ
れるが、異なるサイズを持つことができる。セラミック又はプラスチックなどの非金属イ
ンサート３５４０、３５５０は、ポケット３５１０、３５１２の中に置かれる。「ハイブ
リッド／べニアカード」（金属層と典型的には同延に金属層の裏面に１つ又は複数の非金
属層を有する）のための同様の設計において、ポケット及びこれに対応するインサートは
、前面にのみに設置しても良い。前面インサート３５４０は、モジュールを収容してカー
ドの上面においてモジュールの接触部分を露出するするための孔３５４５を有する。本明
細書において開示するようなインサート構成を使用することによって、両面のポケットの
厚みは、モジュール（図示せず）の「リップ」（周縁が大きい部分）がカード本体によっ
て生成された棚の上に乗り、モジュールの裏面の部分がカード本体の穴３５２０を通過し
て突出して後部インサート３５５０の内面の寸前で止まるように選択できるので、金属層
においてトランスポンダモジュールのために段付きポケットを用意する必要がなくなる。
レーザー又は技術上既知の任意の手段によってインサートにアートワークを細工できる。
【００５３】
　カードの不連続部の周りのエリアを補強するための本明細書において開示する方法（具
体的には単一スリット形状、複数スリット形状、強化層又は強化ポケットインサート）は
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、いずれも、単独で又は相互に組み合わせて実施できること、及び、例えば付加的な使用
が、分かるはずである。
【００５４】
　署名ブロック、磁気ストライプ、ホログラム、ブランド標章、個人情報及びこれに類似
するものを与えることを含めて、技術上既知の設計又は印をカードに与える他の方法も提
供できる。
【実施例】
【００５５】
　本明細書において説明する代表的スリット設計実施形態は、動的曲げ応力テスト（ＩＳ
Ｏ／ＩＥＣ１０３７３－１：２００６）を受けたとき、他のカードに比べて、短寸法曲げ
（長辺に対して平行の曲げ）後のインククラック基板応力白化が小さいことを立証した。
様々な実施形態について、軸線ごとに３０サイクル／分の速度で５００屈曲テストサイク
ルまでテストした。
【００５６】

【表１】

【００５７】
　本発明について、具体的実施形態を参照して図示し説明するが、本発明は、示される細
部に限定されるものではない。むしろ、特許請求の範囲の同等の範囲内で本発明から逸脱
することなく、様々な修正を細部に加えることができる。
【００５８】
　更に、本明細書において示す不連続部の形状は、先行技術の形状に比べて機能的利点を
持つが、無限に利用可能な形状が存在する可能性があること、及び本明細書において示す
形状は特許請求の範囲に合致する利用可能な無数の形状の一部にすぎないことが分かるは
ずである。特定の形状の無数の変形を含めて、適切な性能及び機能を示すことができる利
用可能な無数の形状の中には、単純に美的理由で好ましい設計がある。したがって、本明
細書に特定の形状を表す具体的設計を含めることは、この具体的設計が、明白に記載する
場合を除いて、同様の又は異なる形状の別の設計に比べて機能的に優れていることを示す
ものではない。同様に、複数の方向変化点を持つパターンは特定の利点を持つと言う意味
で、閾値数後の方向変化の数は主に美的理由で選択される可能性がある。したがって、本
明細書における説明は、本明細書において提示する具体的設計に関する任意の数の意匠特
許出願に対する権利を損なうことなく提示する。本明細書の実用新案図面において実線で
示す特徴は、意匠特許の請求範囲内に含まれないことを意味するために同じものを破断線
で示すことの権利を損なわない。特に、本明細書において示す実施形態の金属層の裏面に
見える１つ又は複数の特徴は、１つ又は複数の上位層があるので完成カードにおいては見
える場合も見えない場合もあるので、このような特徴が請求の範囲ではないことを示すた
めに、請求範囲の設計属性を示す時に破断線で示す場合がある。同様に、トランスポンダ
モジュール接触部の細部は、本発明の請求範囲の形態ではなく、請求範囲の設計属性を示
す図面において破断線で示される可能性がある。
【００５９】
　複数の方向変化点を持つ特定の実施形態について示したが、これより少ない又は多い方
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向変化点も可能であることが分かるはずである。同様に、特定の実施形態は特定の不連続
部のスタイルについて具体的場所の起点Ｏ及び終点Ｔを示すが、各々の場所は、カードの
周縁又はカードの開口部の周縁に沿って変動可能であることが分かるはずである。
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